
タイガーハイクリンボードの役割と性能（その２）
建築基準法改正による建材の使用規制等とホルムアルデヒドを吸収・分解する
「ハイクリンボード」の活用例

はじめに

シックハウス対策が導入された改正建築基準法が、

2003（平成15）年７月１日に施行され、ホルムアルデ

ヒドに関連する事項を制限し、クロルピリホスは使用禁

止となりました。室内空気環境に対する関心が日増しに

高まるなかで、ホルムアルデヒドを吸収・分解する「タ

イガーハイクリンボード」（以下、「ハイクリンボード」）

がいっそう注目を浴び、多くの皆さまに採用されるよう

になってきました。

今回の技術レポートでは、ホルムアルデヒド濃度を少

しでも低い室内空気環境にするために、「ハイクリンボ

ード」の性能を引き続き紹介します。

⑴ 建築基準法改正の概要

改正された建築基準法では、ホルムアルデヒドの濃度

基準について厚生労働省による指針値0.08�Q�Q�Nを室内

空気汚染の指標として採用しましたが、これを達成する

手段として建築材料、換気設備などに関する基準を定め

ました。ホルムアルデヒドの基準作成に当っては、想定

すべき条件を細かく示していますが、その趣旨は床面積

の３倍量相当の表面積の家具が設置され、かつホルムア

ルデヒドの放散量が最も増大する夏季（28℃）の条件で、

居室のホルムアルデヒド濃度を厚生労働省指針値以下に

抑制しようというものです。

建築基準法改正部分の概要は以下のとおりです。

１）ホルムアルデヒド対策（三つの対策）

（対策Ⅰ）内装仕上げの制限

�' ☆☆☆☆：材料の使用面積に制限なし

�' ☆☆☆ ：材料の使用面積は床面積の

２倍まで 等々

（対策Ⅱ）換気設備設置の義務付け

（対策Ⅲ）天井裏等の制限

２）クロルピリホス対策

居室を有する建築物にはクロルピリホスを添加した建

材の使用を禁止

⑵ 今後の問題点

建築基準法が改正されたことにより、室内環境は確実

に改善されますが、それですべてが解決するわけではな

く、今後、以下のような問題が想定されます。

①改正された建築基準法も室内の空気環境が、いつでも

厚生労働省指針値0.08�Q�Q�N以下であることを保証する

ものではありません。建築基準法は、ホルムアルデヒド

発散建材の使用面積を制限しただけで、なお相当量のホ

ルムアルデヒドが発散される余地があります。例えば、

室内温度が 28℃以上となった場合には想定した以上の

ホルムアルデヒドが発散されます。

�' ☆☆☆☆表示でも、建材によってはホルムアルデヒ

ドを多少は発散し、温度の上昇によってホルムアルデヒ

ド発散量が著しく増加することに注意が必要です。

測定例>

�" 社の �' ☆☆☆☆普通合板からのホルムアルデヒド

放散量を、温度を変えた条件で測定しました。その結果、

図１に示すとおり、ホルムアルデヒドの放散量は温度の

上昇により著しく増加します。

②換気設備の効果は、入居者の生活スタイルで左右され、

確実ではありません。

“冷暖房の効きが悪い”“電気代が掛かる”“音がうる

さい”“外の空気が悪い”などの理由から換気装置の運

転を止めてしまうことも十分予想されます。

③家具、開放式ストーブや喫煙などホルムアルデヒド発

散源は、建築材料以外にも沢山あります。

改正建築基準法によって内装建築材料には制限が加え

られましたが、居住者が室内に持ち込む家具などには、

まだ規制がありません。東京都の調査によると、放散量

の多い合板が、家具では未だに多く使用されています。

⑶ 建築基準法におけるせっこう建材と「ハイ

クリンボード」の位置付け

建築基準法で使用を制限されている建材は、「ホルム

アルデヒド発散建築材料」として国交省告示で指定され
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温度が高くなると、ホルムアルデヒドの放散量が急激に増加する


